


※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

　平成20年10月１日から、福岡県の公費医療費支給制度の改正に伴い、遠賀町の

公費医療費支給制度が次のように改正されます。

現 行

制 度 名

対 象

対 象

所得制限

所得制限

自己負担

自己負担

更新時期

乳幼児医療費支給制度

改 正 後

現 行 改 正 後

乳幼児医療費支給制度

制 度 名 重度心身障害者医療費支給制度 重度障害者医療費支給制度

３歳以上の人で 小学校入学後で

な　し なし（遠賀町独自）

な　し 特別障害者手当に準拠

平成22年６月30日まで
（３年に一度更新）

10月１日～翌年９月30日
（毎年更新）

なし（遠賀町独自）

●通院　５歳未満
●入院　小学校就学前まで

●３歳未満　なし
●３歳以上　初診料、往診料
　の自己負担分相当額
※ただし、３歳以上５歳未満
　児は、払戻しができます。

●通院　小学校就学前まで
●入院　小学校就学前まで

●65歳未満
　初診料、往診料の自己負担
　分相当額
※ただし、３歳以上５歳未満
　児は、払戻しができます。
●65歳以上
　なし

●通院　５００円／月（上限）
●入院　
　▽一　般　５００円／日
　　（月20日限度）
　▽低所得　３００円／日
　　（月20日限度）
（注）「低所得」
　市町村民税非課税世帯
※いずれも１医療機関ごとに
　自己負担です。

●身体障害者
　身障手帳１・２級
●知的障害者
　IQ35以下
●重複障害者
　身障手帳３級で、IQ50以下

●身体障害者
　身障手帳１・２級
●知的障害者
　IQ35以下
●重複障害者
　身障手帳３級で、IQ50以下
●精神障害者
　精神手帳１級
※精神病棟入院に係る費用は、
　助成対象外です。

※県の制度改正では、３歳以
　上は所得制限と定額の自己
　負担が設けられています。
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現 行

制 度 名

対 象

所得制限

自己負担

更新時期

母子家庭等医療費支給制度

改 正 後

ひとり親家庭等医療費支給制度

児童扶養手当に準拠 児童扶養手当に準拠

８月１日～翌年７月31日
（毎年更新）

10月１日～翌年９月30日
（毎年更新）

●母子家庭
●養育者家庭
●一人暮らしの寡婦
［児童］
●３歳から18歳の年度末まで

●初診料、往診料の自己負担
　分相当額
※ただし、３歳以上５歳未満
　児は、払戻しができます。

●母子家庭
●父子家庭
●養育者家庭

［児童］
●小学校入学後から18歳の年度
　末まで

［一人暮らしの寡婦］
廃止
※経過措置があります。

●通院　８００円／月（上限）
●入院　５００円／日（月７日限度）
【一人暮らしの寡婦】
●通院　   １,０００円／月（上限）
●入院　１２,０００円／月（上限）
※平成20年10月１日から平成21
　年９月30日までです。
※いずれも１医療機関ごと自己
　負担になります。
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J
R
鹿
児
島
本
線
北
側
地
区
で
、
公
共
下
水
道
の
一
部
供
用
（
処

理
）
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
今
回
開
始
さ
れ
る
地
域
は
、
次
の
と
お
り

で
、
関
係
図
面
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
利
用
す
る
際
は
、
工
事
や
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
供
用
（
処
理
）
開
始
日

　
８
月
１
日
（
金
）

※
「
排
水
設
備
新
設
等
計
画
確
認
申
請

　
書
」は
、
７
月
25
日（
金
）か
ら
受
け

　
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

●
供
用
（
処
理
）
開
始
地
域

　
▽
大
字
今
古
賀
の
一
部
地
域

　
▽
広
渡
の
一
部
地
域

　
▽
遠
賀
川
一
〜
三
丁
目
の
一
部
地
域

※
左
図
の
色
付
地
域
で
す
。

●
縦
覧

　
環
境
課
の
窓
口
で
、
関
係
図
面
の
縦

　
覧
を
行
い
ま
す

【
縦
覧
期
間
】

　
７
月
25
日（
金
）〜
８
月
15
日（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
は
休
み
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
工
務
係
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負
担
金
の
徴
収
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
各
地
区
の
公
民
館
や
墓
地
な
ど
の
土
地

は
、
申
請
す
る
こ
と
で
受
益
者
負
担
金
を
減
免
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
受
益
者
の
申
告
か
ら
納
付
ま
で
の
手

　
続
き
（
21
年
度
の
手
続
き
で
す
）

　
受
益
者
の
決
定
は
、
正
確
に
行
う
た
め
に
申
告

制
度
で
行
い
ま
す
。

　
①
５
月
の
初
め
に
、
平
成
21
年
４
月
１
日
現
在

　
　
の
賦
課
対
象
区
域
内
の
土
地
所
有
者
に
申
告

　
　
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
②
受
益
者
は
内
容
を
確
認
後
、
５
月
末
ま
で
に

　
　
申
告
書
を
環
境
課
へ
提
出
し
ま
す
。

※
申
告
書
を
も
と
に
、
受
益
者
負
担
金
を
賦
課
し

　
ま
す
。

　
③
７
月
の
初
め
に
、
受
益
者
あ
て
に
納
付
書
を

　
　
送
付
し
ま
す
。

※
第
１
期
の
納
期
は
、
７
月
末
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
環
境
課

　
▽
下
水
道
工
事
に
つ
い
て

　
　
下
水
道
工
務
係

　
▽
負
担
金
・
使
用
料
に
つ
い
て

　
　
下
水
道
管
理
係

ＪＲ鹿児島本線北側地区に公共下水道区域が広がります



地図中の番号は、右記の事業に対応しています。

　
平
成
20
年
度
に
、
北
九
州
土
木
事
務
所
が
担
当
す
る
、

遠
賀
町
内
で
の
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
遠
賀
町
が
県
に
要
望
し
、
実
施
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
工
事
期
間
中
は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
安
全
な
ど
細
心
の
注
意
を
払
い
実
施
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

②
浜
口
遠
賀
線
自
歩
道
設
置
工
事

　
（
鬼
津
）

●
概
要

　
▽
自
歩
道
の
工
事
（
長
さ
３
０
０
ｍ
、

　
　
幅
3.5
ｍ
）

　
▽
片
側
の
み
設
置

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
17
年
度
〜
平
成
20
年
度

③
直
方
芦
屋
線
交
差
点
改
良
工
事

　
（
広
渡
）

●
概
要

　
道
路
の
工
事
（
長
さ
１
５
０
ｍ
、
幅

　
11
ｍ
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
18
年
度
〜
平
成
22
年
度

④
岡
垣
遠
賀
線
自
歩
道
設
置
工
事

　
（
別
府
〜
今
古
賀
）

●
概
要

　
▽
自
歩
道
の
工
事
（
長
さ
７
５
０
ｍ
、

　
　
幅
4.5
ｍ
）

　
▽
両
側
設
置

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
16
年
度
〜
平
成
21
年
度

⑤
宮
田
遠
賀
線
橋
梁
架
替
工
事

　
（
白
水
橋
）

●
概
要

　
白
水
橋
の
拡
幅
工
事
（
6.3
ｍ
か
ら
　

　
10.5
ｍ
に
拡
幅
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
19
年
度
〜
平
成
20
年
度

⑥
宮
田
遠
賀
線
道
路
改
良
工
事

　
（
木
守
〜
今
古
賀
）

●
概
要

　
道
路
の
工
事
（
長
さ
７
０
０
ｍ
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
18
年
度
〜
平
成
24
年
度

⑦
浜
口
遠
賀
線
景
観
整
備
事
業

　
（
今
古
賀
〜
松
の
本
）

●
概
要

　
歩
道
の
拡
幅
工
事
（
長
さ
１
２
３
０

　
ｍ
、
幅
20
ｍ
、
26.5
ｍ
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
17
年
度
〜
平
成
21
年
度

●
問
い
合
わ
せ

　
北
九
州
土
木
事
務
所

　
☎
０
９
３（
６
９
１
）２
７
６
１宮田遠賀線道路改良工事

（木守～今古賀）
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遠
賀
町
商
工
会
と
国
民
生
活
金
融
公

庫
の
共
催
で
、「
一
日
公
庫
」
を
開
催

し
ま
す
。

●
と
き

　
７
月
29
日
（
火
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
町
商
工
会

●
内
容

　
国
民
金
融
公
庫
の
融
資
担
当
職
員
が
、

　
相
談
な
ど
に
応
じ
ま
す

※
遠
賀
町
商
工
会
に
借
入
申
込
書
を
事

　
前
に
提
出
し
て
い
る
と
、
即
日
審
査

　
が
可
能
で
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
①
借
入
申
込
書
（
遠
賀
町
商
工
会
に

　
　
あ
り
ま
す
）

　
②
決
算
書
、
確
定
申
告
書
（
２
期
分
）

　
③
見
積
書
（
設
備
資
金
の
場
合
）

　
④
法
人
の
登
記
簿
謄
本
（
法
人
営
業

　
　
の
場
合
）

※
他
に
も
書
類
が
必
要
に
な
る
場
合
が

　
あ
り
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
町
商
工
会

　
☎
（
２
９
３
）
０
１
６
５

　
新
し
い
医
療
や
看
護
に
関
す
る
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

　
５
日
間
の
う
ち
、
講
義
が
３
日
間
、

実
習
（
実
習
場
所
は
未
定
）
が
２
日
間

あ
り
ま
す

●
と
き
・
と
こ
ろ
な
ど

【
北
九
州
会
場
】

　
▽
と
き

　
　
８
月
25
日
（
月
）
〜
29
日
（
金
）

　
▽
と
こ
ろ

　
　
小
倉
興
産
Ｋ
Ｍ
Ｍ
ビ
ル

　
　
（
北
九
州
市
小
倉
北
区
）

　
▽
締
め
切
り

　
　
８
月
８
日
（
金
）

【
福
岡
会
場
】

　
▽
と
き

　
　
10
月
27
日
（
月
）
〜
31
日
（
金
）

　
▽
と
こ
ろ

　
　
ナ
ー
ス
プ
ラ
ザ
福
岡

　
（
福
岡
市
東
区
）

　
▽
申
し
込
み
期
間

　
　
９
月
22
日（
月
）〜
10
月
15
日（
水
）

●
対
象

　
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看

　
護
師
の
資
格
を
持
ち
、
現
在
看
護
の

　
現
場
を
離
れ
て
い
る
人

●
定
員
　
各
１
０
０
人

●
費
用
　
無
料

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
（
６
３
１
）
１
２
２
１
　

　　
７
月
31
日
（
木
）
か
ら
８
月
５
日
（
火
）

ま
で
の
６
日
間
、
芦
屋
競
艇
場
で
、「
Ｇ

Ｉ
全
日
本
王
座
決
定
戦
開
設
56
周
年
記

念
競
争
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
レ
ー
ス
を
記
念
し
て
、
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

●
と
き

【
ち
ゃ
ら
ん
ぽ
ら
ん
冨
吉
　
競
艇
漫
談

と
予
想
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
】

　
８
月
２
日
（
土
）

　
▽
第
７
レ
ー
ス
発
売
時
（
午
後
１
時

　
　
25
分
ご
ろ
）

　
▽
第
９
レ
ー
ス
発
売
時
（
午
後
２
時

　
　
32
分
ご
ろ
）

【
石
原
詢
子
　
歌
謡
シ
ョ
ー
】

　
８
月
３
日
（
日
）

　
▽
午
前
10
時
〜
10
時
30
分

　
▽
第
７
レ
ー
ス
発
売
時
（
午
後
１
時

　
　
25
分
ご
ろ
）

●
と
こ
ろ

　
多
目
的
ホ
ー
ル『
夢
リ
ア
』（
芦
屋
町
）

●
費
用

　
１
０
０
円
（
レ
ー
ス
開
催
中
の
た
め
）

※
子
ど
も
は
無
料
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
芦
屋
競
艇
（
芦
屋
町
外
二
カ
町
競
艇

　
施
行
組
合
）
宣
伝
係

　
☎
０
９
３
（
２
２
３
）
０
５
８
１



　
社
会
福
祉
法
人
桃

李
会
四
方
の
里
、
障

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

さ
く
ら
で
、
夏
祭
り

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
皆
さ
ん
、
是
非
来
て
く
だ
さ
い
。

●
と
き

　
８
月
２
日
（
土
）

　
午
後
６
時
〜

●
と
こ
ろ

　
四
方
の
里
、
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　
さ
く
ら

●
内
容

　
▽
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

　
　
韓
国
太
鼓
演
舞
、
バ
ン
ド
演
奏
、

　
　
ブ
レ
イ
ク
ダ
ン
ス

　
▽
露
店

　
　
焼
き
鳥
、
手
作
り
炊
き
込
み
ご
飯

　
　
な
ど
の
販
売
　
　

　
▽
ゲ
ー
ム
、
花
火
、
盆
踊
り
な
ど

●
問
い
合
わ
せ

　
桃
李
会
　
四
方
の
里

　
☎
（
２
９
３
）
８
０
０
０

　
FAX
（
２
９
３
）
８
０
０
１

　
薬
物
乱
用
を
許
さ
な
い
社
会
環
境
づ

く
り
の
た
め
、
広
く
県
民
か
ら
覚
せ
い

剤
・
シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
薬
物
乱
用
防
止

に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象

　
▽
県
内
に
住
ん
で
い
る
人

　
▽
県
内
の
学
校
、
企
業
な
ど
に
通
学
・

　
　
通
勤
し
て
い
る
人

●
テ
ー
マ

　
▽
薬
物
乱
用
の
未
然
防
止
を
訴
え
る

　
　
も
の

　
▽
社
会
環
境
か
ら
薬
物
乱
用
の
撲
滅

　
　
を
訴
え
る
も
の

　
▽
薬
物
乱
用
の
恐
ろ
し
さ
と
乱
用
に

　
　
よ
る
弊
害
を
訴
え
る
も
の

●
応
募
方
法

　
作
品
の
裏
面
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

　
電
話
番
号
を
明
記
し
て
、
次
の
規
格

　
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い

※
学
生
に
つ
い
て
は
、
学
校
名
、
学
年
、

　
組
も
あ
わ
せ
て
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▽
応
募
点
数
は
１
人
１
点
と
し
、
未

　
　
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す

　
▽
用
紙
の
規
格
は
四
つ
切
ま
た
は
Ｂ

　
　
３
判
（
い
ず
れ
の
場
合
も
約
38
㎝

　
　
×
54
㎝
の
も
の
と
す
る
）

　
▽
紙
質
は
、
画
用
紙
ま
た
は
ケ
ン
ト

　
　
紙
と
し
、
色
彩
は
自
由
で
す

※
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス

　
で
作
成
し
、
プ
リ
ン
ト
し
た
作
品
を

　
含
み
ま
す
。

●
募
集
期
間

　
８
月
11
日
（
月
）
〜
９
月
５
日
（
金
・

　
当
日
消
印
有
効
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
▽
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　
　
総
務
企
画
課
企
画
指
導
係
　

　
　
☎
０
９
３
（
２
０
１
）
４
１
６
１

　
▽
福
岡
県
保
健
医
療
介
護
部
薬
務
課

　
　
☎
０
９
２
（
６
５
１
）
１
１
１
１

　
パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
操
作
か
ら
ワ
ー
ド
・

エ
ク
セ
ル
の
操
作
を
取
得
し
、
資
格
取

得
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
。

●
募
集
科
目

　
パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
科

●
試
験
日

　
８
月
25
日
（
月
）

　
午
後
１
時
30
分
〜

●
と
こ
ろ

　
古
賀
市
中
央
公
民
館
（
古
賀
市
）

●
選
考
方
法
　
面
接
試
験

●
対
象

　
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

　
▽
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者

　
　
保
健
福
祉
手
帳
、
ま
た
は
療
育
手

　
　
帳
を
持
っ
て
い
る
人



　
▽
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
を

　
　
行
っ
て
い
る
人

　
▽
介
護
を
必
要
と
し
な
い
で
身
辺
処

　
　
理
が
で
き
る
人

●
定
員
　
15
人

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
訓
練
を

　
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
訓
練
期
間

　
９
月
３
日
（
水
）
〜
11
月
28
日
（
金
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

※
10
月
25
日
（
土
）
と
日
曜
、
祝
日
、

　
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
火
曜
）
は
、

　
休
講
で
す
。

●
締
め
切
り

　
８
月
８
日
（
金
）

●
申
し
込
み

　
八
幡
公
共
職
業
安
定
所

　
☎
０
９
３
（
６
２
２
）
５
５
６
６

●
問
い
合
わ
せ

　
▽
八
幡
公
共
職
業
安
定
所

　
▽
福
岡
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
　

　
　
☎
０
９
３
（
７
４
１
）
５
４
３
１



編集・発行　福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地　遠賀町役場行政経営課 ☎ 093（293）1234　印刷　株式会社　ペ イ ジ

こ
の
広
報
誌
は
環
境
な
ど
に
配
慮
し
、再
生
紙
を
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

■お詫びと訂正■
広報おんが７月10号に、間違いがありました。お詫びして訂正します。
　◆Ｐ５　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ
　　『②普通徴収の対象になる人の場合』中の図
　　誤　特別徴収
　　正　普通徴収

●と　き　８月23日（土）午後６時～９時

※荒天の場合は、８月24日（日）に順延します。

●ところ　遠賀総合運動公園グラウンド

●イベント

　多数の住民が参加する盆踊りや遠賀町の夜空を彩る花火、町内

　の事業所による展示ブースなど

●問い合わせ　産業振興係

　遠賀町では、美しい景観

を維持するため、住民の皆

さんに呼びかけを行い、「町

並みクリーン作戦」と題

し、清掃活動を実施しま

す。

●と　き　８月３日（日）午前８時～（１時間程度）

※雨天中止です。

●ところ　遠賀町役場周辺（受付は役場玄関前）

※不用になったレジ袋（３枚程度）を持参してください。

※事前申し込みは不要ですので、お気軽に参加してください。

●問い合わせ　社会教育係　


